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(57)【要約】
【課題】発光デバイスパッケージのキャビティ内部にお
ける光損失を減らす。
【解決手段】本発明による発光デバイスパッケージは一
側にキャビティが形成されたパッケージ本体と、前記キ
ャビティに底部フレーム及び側壁フレームを含む少なく
とも１つのリードフレームと、前記リードフレームに電
気的に連結された発光素子を含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の側にキャビティが形成されたパッケージ本体と、
　前記キャビティに底部フレーム及び側壁フレームを含む少なくとも１つのリードフレー
ムと、
　前記リードフレームに電気的に連結された発光素子とを含む発光デバイスパッケージ。
【請求項２】
　前記パッケージ本体はポリフタルアミド（ＰＰＡ）、ポリアミド９Ｔ（ＰＡ９Ｔ）、液
晶ポリマー（ＬＣＰ）、シンジオタクチックポリスチレン（ＳＰＳ）のうちのいずれか１
つの材質を含む請求項１に記載の発光デバイスパッケージ。
【請求項３】
　複数のリードフレームが前記キャビティの一方の側及び他方の側に分離されて設けられ
る請求項１に記載の発光デバイスパッケージ。
【請求項４】
　前記リードフレームの底部フレームと両側壁フレームのうち少なくとも１つは、前記パ
ッケージ本体の外部に延長されて外部電極となる請求項１に記載の発光デバイスパッケー
ジ。
【請求項５】
　前記リードフレームの側壁フレームは所定角度に傾斜、または所定曲率で曲折するよう
に形成される請求項１に記載の発光デバイスパッケージ。
【請求項６】
　前記リードフレームは鉄、錫、クロム、亜鉛、ニッケル、アルミニウム、銀、金、銅及
びこれらの合金金属のうちいずれか１つの金属を含む請求項１に記載の発光デバイスパッ
ケージ。
【請求項７】
　前記リードフレームは、銅材質と前記リードフレームの表面にメッキされたＡｇ及びＡ
ｌ中少なくとも１つを含む請求項１に記載の発光デバイスパッケージ。
【請求項８】
　前記リードフレームの少なくとも１つの側壁フレームは、前記底部フレームに垂直する
軸を基準として１５～３０°の傾斜角で形成される請求項１に記載の発光デバイスパッケ
ージ。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのリードフレームは、キャビティの両側壁に両側壁フレームを含み
、　前記側壁フレーム間の間隔は６００～８５０μｍである請求項１に記載の発光デバイ
スパッケージ。
【請求項１０】
　前記リードフレーム内のキャビティの深さは２５０～７００μｍである請求項１に記載
の発光デバイスパッケージ。
【請求項１１】
　前記リードフレームの底部フレームの幅は３００～４５０μｍであり、前記リードフレ
ームの厚さは２０～３００μｍである請求項１に記載の発光デバイスパッケージ。
【請求項１２】
　前記発光素子は、第３族元素と第５族元素の化合物半導体を含む少なくとも１つのＬＥ
Ｄチップを含む請求項１に記載の発光デバイスパッケージ。
【請求項１３】
　キャビティを含むパッケージ本体と、
　前記キャビティの一側に底部フレームと少なくとも１つの側壁フレームを含む第１リー
ドフレームと、
　前記キャビティの他側に底部フレームを含む第２リードフレームと、
　前記第１及び第２リードフレームに電気的に連結された発光素子とを含む発光デバイス
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パッケージ。
【請求項１４】
　前記第１及び第２リードフレームは前記キャビティの底部に設けられた底部フレームと
、前記キャビティの両側壁に設けられた側壁フレームを含む請求項１３に記載の発光デバ
イスパッケージ。
【請求項１５】
　前記第１及び第２リードフレーム中少なくとも１つは、両側壁フレームの内部角度が３
０～６０°である請求項１４に記載の発光デバイスパッケージ。
【請求項１６】
　前記発光素子は青色ＬＥＤチップ、赤色ＬＥＤチップ、緑色ＬＥＤチップ、黄色ＬＥＤ
チップ、黄緑ＬＥＤチップ、紫外線ＬＥＤチップ中少なくとも１つを含み、前記ＬＥＤチ
ップを保護するために前記キャビティに形成された樹脂物を含む請求項１３に記載の発光
デバイスパッケージ。
【請求項１７】
　前記第１及び第２リードフレーム中少なくとも１つの側壁フレームは傾斜し、所定の曲
率で曲折されるように形成される請求項１３に記載の発光デバイスパッケージ。
【請求項１８】
　前記キャビティ内に、第１及び第２リードフレームの表面にメッキされた反射物質を含
む請求項１３に記載の発光デバイスパッケージ。
【請求項１９】
　複数の発光デバイスパッケージを含む発光装置と、
　前記発光装置の一側に設けられた光ガイドプレートと、
　前記光ガイドプレートの上及び/または下に設けられた光学部材を含み、
　前記発光デバイスパッケージは、キャビティが形成されたパッケージ本体と、前記キャ
ビティ内の底部フレーム及び側壁フレームを含む少なくとも１つのリードフレームと、
　前記リードフレームに電気的に連結された発光素子を含むライトユニット。
【請求項２０】
　前記リードフレームは、両側壁フレームの内部角度が３０～６０°である請求項１９に
記載のライトユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は発光デバイスパッケージ及びこれを備えるライトユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤ（light emitting device）はＧａＡｓ系、ＡｌＧａＡｓ系、ＧａＮ系、ＩｎＧ
ａＮ系及びＩｎＧａＡｌＰ系などの化合物半導体材料を用いて発光源を構成することで、
多様な色を具現することができる。
【０００３】
　このようなＬＥＤの特性は、化合物半導体の材料、色及び輝度、輝度の強度範囲などに
左右される。また、前記ＬＥＤはパッケージ化されて、カラーを表わす点灯表示器、文字
表示器及び映像表示器などの多様な分野に適用されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明はキャビティの底面と少なくとも1つの側壁に、多端に折曲げられたリードフレ
ームが設けられた発光デバイスパッケージ及びこれを備えるライトユニットを提供する。
【０００５】
　また、本発明は複数のリードフレーム中の少なくとも1つのフレームは、キャビティの
底面と両側壁に形成される発光デバイスパッケージ及びこれを備えるライトユニットを提
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供する。
【０００６】
　また、本発明はリードフレームの側壁は、所定の角度で傾斜、または所定の曲率で曲折
するように形成される発光デバイスパッケージ及びこれを備えるライトユニットを提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明による発光デバイスパッケージは一側にキャビティが形成されたパッケージ本体
と、前記キャビティ内に底部フレーム及び側壁フレームを含む少なくとも１つのリードフ
レームと、前記リードフレームに電気的に連結された発光素子を含む。
【０００８】
　また、本発明による発光デバイスパッケージはキャビティを含むパッケージ本体と、前
記キャビティの一側に底部フレームと少なくとも１つの側壁フレームを含む第１リードフ
レームと、前記キャビティの他側に底部フレームを含む第２リードフレームと、前記第１
及び第２リードフレームに電気的に連結された発光素子を含む。
【０００９】
　また、本発明によるライトユニットは複数の発光デバイスパッケージを含む発光装置と
、前記発光装置の一側に設けられた光ガイドプレートと、前記光ガイドプレートの上及び
/または下に設けられた光学部材を含み、前記発光デバイスパッケージはキャビティが形
成されたパッケージ本体と、前記キャビティ内の底部フレーム及び側壁フレームを含む少
なくとも１つのリードフレームと、前記リードフレームに電気的に連結された発光素子を
含む。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は発光デバイスパッケージのキャビティ内部における光損失を減らすことができ
る。
【００１１】
　また、本発明は発光デバイスパッケージのキャビティ内部における中心光度を改善する
ことができる。
【００１２】
　また、本発明は発光デバイスパッケージのキャビティに、反射金属または反射物質がメ
ッキされたリードフレームを用いて、反射光量を増加させることができる。
【００１３】
　また、発光デバイスパッケージのリードフレームに対する熱抵抗及び熱特性を改善する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明による発光デバイスパッケージの平面図である。
【図２】図１のＸ軸に沿った断面図である。
【図３】図１におけるリードフレームを示す斜視図である。
【図４】図１のＹ軸に沿った断面図である。
【図５】本発明による発光デバイスパッケージにおいて、リードフレームの第１変形例を
示す断面図である。
【図６】本発明による発光デバイスパッケージにおいて、リードフレームの第２変形例を
示す断面図である。
【図７】本発明によるリードフレームの第３変形例を示す図面である。
【図８】本発明によるリードフレームの第４変形例を示す図面である。
【図９】本発明によるリードフレームの第５変形例を示す図面である。
【図１０】本発明によるリードフレームの第６変形例を示す図面である。
【図１１】図４の発光デバイスパッケージにおいて、リードフレームの角度及び先/後メ
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ッキによる光度を比較した図面である。
【図１２】図４の発光デバイスパッケージにおいて、リードフレームの角度及び先/後メ
ッキによる光束を比較した図面である。
【図１３】図１の発光デバイスパッケージを適用した表示装置を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、添付された図面を参照しながら、本発明による発光デバイスパッケージに対して
説明する。
【００１６】
　図１は第１実施例による発光デバイスパッケージを示す正面図であり、図２は図１のＸ
軸に沿った断面図であり、図３は図１のリードフレームを示す斜視図である。
【００１７】
　図１及び図２に示しているように、発光デバイスパッケージ１００は側面発光型または
上面発光型パッケージ製品として、直六面体または正六面体などのような多角形の形状で
形成され、液晶表示装置のバックライト用光源、照明分野などのライトユニットに適用す
ることができる。以下では、説明の便宜を図り、側面発光型発光ダイオードパッケージを
例に説明することにする。
【００１８】
　前記発光デバイスパッケージ１００はキャビティ１２０を有するパッケージ本体１１０
、リードフレーム１３０、１４０及び発光素子（Light emitting device）１５０を含む
。
【００１９】
　前記パッケージ本体１１０はポリフタルアミド（ＰＰＡ）、ポリアミド９Ｔ（ＰＡ９Ｔ
）、液晶ポリマー（ＬＣＰ）、シンジオタクチックポリスチレン（ＳＰＳ）中のいずれか
１つの材質から形成される。
【００２０】
　前記パッケージ本体１１０の上面には所定深さのキャビティ１２０を含む。ここで、前
記パッケージ本体１１０は、第１方向をＸ軸、第２方向をＹ軸とし、Ｘ軸方向のパッケー
ジ本体の長さはＹ軸方向のパッケージ本体の幅より大きく形成することができるが、この
ようなパッケージ本体に限定されるものではない。
【００２１】
　前記パッケージ本体１１０の上部には複数のリードフレーム１３０、１４０が射出成形
される。前記複数のリードフレーム１３０、１４０の一部は前記パッケージ本体１１０の
キャビティ１２０に露出する。
【００２２】
　図１乃至図３に示しているように、前記リードフレーム１３０、１４０はキャビティ１
２０の底面フレーム１３１、１４１と側壁フレーム１３２、１４２を含む。前記底面フレ
ーム１３１、１４１の他端はパッケージ本体１１０のＸ軸方向にそれぞれ貫通し、外部電
極１３３、１４３として利用することができる。前記側壁フレーム１３２、１４２は底面
フレーム１３１、１４１に垂直する軸（Ｙ）を基準として、外側へ所定角度傾斜するよう
に形成される。ここで、前記外部電極１３３、１４３は底面フレーム１３１、１４１と、
両側壁フレーム１３２、１４２中のいずれか１つのフレームから形成することができる。
【００２３】
　前記リードフレーム１３０、１４０は鉄（Ｆｅ）、錫（Ｓｎ）、クロム（Ｃｒ）、亜鉛
（Ｚｎ）、ニッケル（Ｎｉ）、アルミニウム、銀、金、銅及びこれらの合金形態の組合か
らなる高反射金属中のいずれか１つで射出成形される。
【００２４】
　前記複数のリードフレーム１３０、１４０中の１つは、例えば、三つの面が所定の角度
に折曲げられた形状（例えば、略Ｃ字状）に形成され、残りの１つは底面フレーム１３１
、１４１からなることができる。または、複数のリードフレーム１３０、１４０中少なく
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とも１つは、底面フレーム１３１、１４１と少なくとも１つの側壁フレーム１３２、１４
２からなることができる。本発明において、複数のリードフレーム１３０、１４０は必ず
同一形状に形成することはなく、またこれに限定されない。
【００２５】
　前記リードフレーム１３０、１４０はキャビティ１２０内部に一体化されており、相互
異なる長さで形成することができる。前記リードフレーム１３０、１４０の厚さは２０～
３００μｍに形成することができる。
【００２６】
　前記リードフレーム１３０、１４０の間には分離膜１２５が形成され、前記分離膜１２
５はパッケージ本体１１０の一部として複数のリードフレーム１３０、１４０の間を構造
的に離隔させる。これによって複数のリードフレーム１３０、１４０は電極、及び光を反
射する役割をする。
【００２７】
　前記キャビティ１２０のＸ軸方向の両側面、即ち左右の側面１２１、１２２はパッケー
ジ本体の一部として所定の角度に傾斜するように形成される。前記キャビティ１２０に設
けられた前記分離膜１２５及び左右の側面１２１、１２２は、パッケージ本体１１０の成
形時にキャビティ１２０と一体に形成することができる。
【００２８】
　前記発光素子１５０はキャビティ１２０に設けられた少なくとも一つのリードフレーム
１３０、１４０に取付けられ、ワイヤ１５２を介在して前記リードフレーム１３０、１４
０に連結される。前記発光素子１５０は複数のリードフレーム１３０、１４０にワイヤボ
ンディング、フリップボンディング、ダイボンディング等の方式を用いて搭載することが
できる。
【００２９】
　また、前記発光素子１５０は第３族元素と第５族元素の化合物半導体として、ＡｌＧａ
Ｎ系、ＧａＮ系、ＩｎＧａＡｌＰ系、ＧａＡｓ系のＬＥＤチップ中いずれか１つを、１つ
以上含むことができる。また、発光素子１５０の保護のためにツェナーダイオードのよう
な保護素子を搭載することもできる。
【００３０】
　一方、前記発光デバイスパッケージ１００は、具現する形態によって青色ＬＥＤチップ
と黄色蛍光体（例えば、シリケート系蛍光体）、オレンジ蛍光体、グリーン蛍光体、赤色
蛍光体を用いた白色発光素子より具現することができる。また、赤色ＬＥＤチップ、緑色
ＬＥＤチップ、青色ＬＥＤチップ、黄色ＬＥＤチップ、黄緑ＬＥＤチップ、紫外線（UV）
ＬＥＤチップ中の少なくとも１つ、または１つ以上を組合せて、光源として具現すること
もできる。
【００３１】
　なお、前記キャビティ１２０には発光素子１５０を保護するための樹脂（図示していな
い）をモールディングすることができる。前記樹脂は透明な材質のエポキシ、またはシリ
コンなどを用いることができ、必要に応じて蛍光体粉末を添加してモールディングするこ
ともできる。前記樹脂はモールディング液、または添加物を使用目的、使用環境、製品の
特性に応じて選択的に使用することができ、これに限定されない。また、前記樹脂の表面
はフラット形態、凹レンズ形態、凸レンズ形態中のいずれか１つの形態に形成することが
できる。
【００３２】
　図４は図１のＹ軸に沿った断面図である。以下、前記複数のリードフレーム中の１つの
リードフレーム１３０を例として説明するが、複数のリードフレームが、後述されるよう
な同一条件で形成されると限定するものではない。
【００３３】
　図４に示しているように、パッケージ本体１１０の高さＨ１は所定の高さ、例えば、最
大１ｍｍに形成することができる。前記リードフレーム１３０の側壁フレーム１３２の内



(7) JP 2010-525569 A 2010.7.22

10

20

30

40

50

部角度θ１は例えば、３０°に形成することができる。また、前記両側壁フレーム１３２
は前記リードフレーム１３０の底部フレーム１３１に垂直する軸を基準として同じ角度、
例えば、１５°程度に傾斜、または相互異なる角度で形成することができる。
【００３４】
　前記リードフレーム１３０の側壁フレーム１３２の内部角度θ１によって両側壁フレー
ム１３２間の間隔Ｄ１が違うようになる。また、リードフレーム１３０の底部フレーム１
３１の幅Ｗ１は例えば、３００～３１０μｍに形成することができる。
【００３５】
　図５は本発明による発光デバイスパッケージにおいて、リードフレーム第１変形例を示
す断面図である。なお、リードフレームの第１変形例を説明するに当り、図４と同じ部分
には同一符号を付け、重なる説明は省略することにする。
【００３６】
　図５に示しているように、パッケージ本体１１０の高さＨ２及び底部フレーム１３１の
幅Ｗ２は図４と同一、または異なり、リードフレーム１３０Ａの両側壁フレーム１３２の
内部角度θ２は、例えば、４５°に形成することができる。ここで、前記各側壁フレーム
１３２は底部フレーム１３１に垂直する軸を基準として２２.５°程度に傾斜して形成す
ることができる。このようなリードフレーム１３０Ａの両側壁フレーム１３２の内部角度
θ２が大きくなるほど両側壁フレーム１３２間の間隔（Ｄ２＞Ｄ１）は大きくなる。この
ような両側壁フレーム１３２間の間隔Ｄ２が大きくなれば、キャビティ１２０の表面幅を
増加させることができる。
【００３７】
　図６は本発明による発光デバイスパッケージにおいて、リードフレームの第２変形例を
示す断面図である。このようなリードフレームの第２変形例を説明するに当り、図４と同
じ部分には同一符号を付け、重なる説明は省略することにする。
【００３８】
　図６に示しているように、パッケージ本体１１０の高さＨ１及び底部フレーム１３１の
幅Ｗ３は図４と同一、または異なり、リードフレーム１３０Ｂの両側壁フレーム１３２の
内部角度θ２は例えば、６０°に形成することができる。即ち、各側壁フレーム１３２は
底部フレーム１３１に垂直する軸を基準として３０°に傾斜することになる。このような
リードフレーム１３０Ｂの両側壁フレーム１３２の内部角度θ３が大きくなることによっ
て、間隔（Ｄ３＞Ｄ２＞Ｄ１）はより広くなることができる。
【００３９】
　図７乃至図１０は本発明によるリードフレームの第３乃至第６変形例を示す図面である
。
【００４０】
　図７に示しているように、リードフレーム１３０Ｃは底部フレーム１３１に対して両側
壁フレーム１３２が直角に折曲げられる。この場合、前記底部フレーム１３１の幅Ｗ４、
または側壁フレーム１３２間の間隔Ｄ４は４２０μｍ、リードフレーム１３０Ｃのキャビ
ティの深さＨ４は３００～４５０μｍに形成することができる。
【００４１】
　図８に示しているように、リードフレーム１３０Ｄは底部フレーム１３１に垂直する軸
を基準とした一方の側壁フレーム１３２の角度θ４が１５°に傾斜した構造である。この
場合、リードフレーム１３０Ｄのキャビティの深さＨ５は３８６μｍ～３３８μｍ、側壁
フレーム１３２間の間隔Ｄ５は６００～６２６μｍに形成することができる。ここで、前
記底部フレーム１３２の幅Ｗ５は例えば、４２０μｍで同一に形成することができる。
【００４２】
　図９に示しているように、リードフレーム１３０Ｅは底部フレーム１３１に垂直する軸
を基準とした一方の側壁フレーム１３２の角度θ５が３０°に傾斜した構造である。この
場合、リードフレーム１３０Ｅのキャビティの深さＨ６は３０３～３４６μｍ、両側壁フ
レーム１３２間の間隔Ｄ６は７７０～８５０μｍに形成することができる。ここで底部フ
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レーム１３１の幅Ｗ６は４２０μｍ～４５０μｍ程度である。
【００４３】
　図１０に示しているように、リードフレーム１３０Ｆは底面フレーム１３１に垂直する
軸を基準として両側壁フレーム１３２Ａが一定の角度に傾斜し、所定の曲率で曲折されて
形成される。即ち、側壁フレーム１３２Ａは効率的な光反射のために所定の角度に傾斜し
て、半球型の形状に形成される。
【００４４】
　上記のような実施例において、リードフレームは底部フレームに対するいずれか一方の
側壁フレーム１３２の傾斜角度が１５～３０°、キャビティの深さが２５０～７５０μｍ
、両側壁フレーム間の間隔が６００～８５０μｍである時、最高効率を示している。また
、高反射金属からなるリードフレーム、または高反射金属材料がメッキされたリードフレ
ームは９５%以上の反射率を有し、熱抵抗値と熱特性が改善される。また、傾斜する側壁
フレームは中心光度を改善させることができる。
【００４５】
　図１１は図４の発光デバイスパッケージにおいて、リードフレームの角度及び先/後メ
ッキによる光度（光の強度）を比較した図面であり、図１２は図４の発光デバイスパッケ
ージにおいて、リードフレームの角度、及び先/後メッキによる光束、または光量を比較
した図面である。図１１及び図１２に図示されているボックスプロットは、同一光度と同
一光束のスペックを有する青色ＬＥＤチップを用いている。また、前記の光度及び光束の
測定試料は同一試料を適用している。
【００４６】
　図１１及び図１２に示しているように、図４の発光デバイスパッケージにおいて、リー
ドフレームの内部角度θ１を変更しながら、各発光デバイスパッケージ＃１～＃５の光度
を測定した。ここで、第１、第２、第３、第５発光デバイスパッケージ＃１、＃２、＃３
、＃５は、先にベンディングしてパンチングした後、ＡｇでメッキＡ（後メッキ）したリ
ードフレームを備えたサンプルであり、第４発光デバイスパッケージ＃４は、先にＡｇで
メッキＢ（先メッキ）した後、ベンディングしてパンチングしたリードフレームを備えた
サンプルである。
【００４７】
　そして、第１乃至第５発光デバイスパッケージ＃１～＃５のリードフレームの内部角度
は、それぞれ０°、３０°、４５°、５５°、５５°である。
【００４８】
　図１１はリードフレームの角度による発光デバイスパッケージの光度を比較した図面で
あり、その結果を表１に示す。
【００４９】
【表１】

　図１１及び表１に示しているように、リードフレームの角度と先メッキＢ、または後メ
ッキＡによって、光度（１cd=１０００mcd）の差が発生する。ここで、前記第２発光デバ
イスパッケージ＃２は第１発光デバイスパッケージ＃１の内部角度より３０°大きく形成
され、光度は４１.８%程度増加される。また、第３発光デバイスパッケージ＃３は第２発
光デバイスパッケージ＃２の内部角度より１５°大きく形成され、光度は２.６%増加され
る。また、第５発光デバイスパッケージ＃５は第３発光デバイスパッケージ＃３の内部角
度より１０°大きく形成され、光度は７.０%増加される。
【００５０】
　図１２はリードフレームの角度による発光デバイスパッケージの光束を比較した図面で
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あり、その結果を表２に表す。
【００５１】
【表２】

　図１２と表２に 示しているように、リードフレームの角度と先メッキB、または後メッ
キＡによって光量Lmの差が発生する。ここで、前記第２、第３、第５発光デバイスパッケ
ージはリードフレームの内部角度が、それぞれ３０°、４５°、５５°に増加され、光束
もそれぞれ２４%、２６.７%（=２４%+２.７%）、２８.２%（=２４%+２.７%+１.５%）に増
加されることが分かる。
【００５２】
　また、図１１及び図１２において、第４発光デバイスパッケージ＃４は先メッキのリー
ドフレームを具備し、第５発光デバイスパッケージ＃５は後メッキのリードフレームを具
備している。この時、前記第４及び第５発光デバイスパッケージ＃４、＃５のリードフレ
ームの内部角度は同一であるが、前記第４発光デバイスパッケージ＃４のリードフレーム
が先メッキされるので、リードフレームのベンディング時Ａｇメッキの面が損傷され、光
効率が落ちることが分かる。
【００５３】
　よって、発光デバイスパッケージはリードフレームの内部角度が３０°～５５°の時最
適な光度を示しており、また、メッキの場合、後メッキ方式が先メッキ方式より光効率面
においてより優れる特性を示している。また、リードフレームの表面に高反射金属、また
は高反射物質がメッキされた場合、９５%以上の反射率を有し、熱抵抗値及び熱特性を改
善することができる。また、傾斜する側壁フレームによって、中心光度を改善することが
できる。
【００５４】
　このような発光デバイスパッケージは指示分野、表示分野などに適用することができ、
端末機に表示装置と一体で提供することもできる。
【００５５】
　図１３は本発明による発光デバイスパッケージを適用した表示装置を示す斜視図である
。
【００５６】
　図１３に示しているように、表示装置２００は発光デバイスパッケージ１００を含む発
光装置１０４、反射プレート２０１、光ガイドプレート２０３、光学シート２０５及び表
示パネル２０７を含む。
【００５７】
　表示装置２００は複数の発光デバイスパッケージ１００が基板１０２に搭載された構造
である。前記発光デバイスパッケージ１００は図１ないし図３に図示されているように、
複数のリードフレームは、底部フレームとその両側壁フレームが一体に形成された構造、
または前記変形例中のいずれか１つで具現することもできる。
【００５８】
　このような表示装置２００は光ガイドプレート２０３の少なくとも一側面に対応され、
発光された光は前記光ガイドプレート２０３の側面に入射される。
【００５９】
　前記光ガイドプレート２０３は入射された光を全領域にガイドした後、面光源として放
出する。また、前記光ガイドプレート２０３のいずれか１つの面は、反射パターン（図示
していない）を形成することができる。
【００６０】
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ト２０３から下方に漏れる光を反射させる。
【００６１】
　前記光ガイドプレート２０３から放出された光は、光学シート２０５によって表示パネ
ル２０７に照射される。ここで、前記光学シート２０５は拡散シート（図示していない）
、水平プリズムシート（図示していない）、垂直プリズムシート（図示していない）中少
なくとも１つを含むことができる。前記拡散シートは光ガイドプレート２０３の上に設け
られ、入射される光を拡散させる。前記水平及び垂直プリズムシートは前記拡散シートの
上に設けられ、拡散される光を表示領域に集光させる。
【００６２】
　ここで、表示装置２００、光ガイドプレート２０３、光学シート２０５はライトユニッ
トに定義することができる。前記ライトユニットは反射プレート２０１を含むこともでき
る。また、前記ライトユニットの構成要素の一部は、図示しないモールドフレーム、シャ
シー構造、金属ボトムカバーなどのような構造物に収納することができる。
【００６３】
　前記表示パネル２０７は液晶パネルとして、二つの透明基板（図示していない）と液晶
（図示していない）を含み、透過する光と液晶の駆動によって情報を表わすことができる
が、このような表示パネル２０７に限定されるものではない。また、光ガイドプレート２
０３の両側へ表示パネルを配置することもできる。
【００６４】
　このような表示装置２００は携帯電話、ＰＭＰなどの携帯端末機やコンピュータに適用
することができる。
【００６５】
　以上、本発明を、実施例を中心にして説明したが、これは単に例示であり、本発明を限
定するものではない。本発明が属する分野において通常の知識を有する者であれば、本発
明の本質的な特性を脱しない範囲内で、以上に例示されていない多様な変形と応用が可能
であることは自明である。また、本発明の実施例において、具体的に示された各構成要素
は変形して実施することができるものである。そして、このような変形と応用に係る差異
は、添付された請求範囲にて規定する本発明の範囲に含まれるものと解釈されるべきであ
る。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
本発明は発光デバイスパッケージのキャビティ内部における光損失を減らすことができる
。
【００６７】
また、本発明は発光デバイスパッケージのキャビティ内部における中心光度を改善するこ
とができる。
【００６８】
また、本発明は発光デバイスパッケージのキャビティに、反射金属または反射物質がメッ
キされたリードフレームを用いて、反射光量を増加させることができる。
【００６９】
また、発光デバイスパッケージのリードフレームに対する熱抵抗及び熱特性を改善するこ
とができる。
【符号の説明】
【００７０】
１００　発光デバイスパッケージ、１１０　パッケージ本体、１２０　キャビティ、１２
５　分離膜、１３０、１４０　リードフレーム、１３３　外部電極、１５０　発光素子、
１５２　ワイヤ
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